
東区除雪連,S各協議会ニュースレター　　　令和3年(2021年) 9月吉日

町内会の皆様に置かれましては､新型コロナウイルス感染拡大が続く中､日々の

体調管理や､感染防止対策にご協力をいただくなど大変ご苦労されていることとお

察し申し上げます｡本号は冬に備えて早めの準備をお願いしたく､雪対策に関する

支援制度などについても､特集を組んでおりますので､是非ご利用くださいo
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令和2年度の苦情要望件数は､令和元年度に比べて約400件減少し､特

に車道のウタチ･不陸等に関しては､約300件減少しました｡

これは､令和元年度に比べて降雪量が少なかったことや､ドカ雪の時期が

パートナーシップ排雪後であったため､道路内での雪置き場が確保されたこ

とが要因だと思われます｡

また､車道への雪だしや公園への重機での雪入れなど､モラルやマナーに

関する相談も多数寄せられています｡

《苦情･要望件数》　　　2′641件(令和元年度　3′059件)

《苦情･要望の内容》 1位　玄関･車庫前に雪を置いていく　　938件

2位　車道のウタチ･不陸等　　　　　　505件

3位　運搬排雪
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《公園への重機での雪入れ被害》

毎年雪解け後､公園への重機での雪入れにより､公園の一部が壊されてい

ることがあります｡公園を利用する子供たちが悲しむような､公園への重機

での雪入れは､絶対にやめてくだきい◎
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除雪に関するお願い

2　札幌市の雪対策支援制度をご活用ください 1　令和2年度の苦情･要望について

雪に関する情報は､

東区ホームページで

もご覧いただけます

http:〟www.City.sa pp

oro.jp/higashVannai/

g_doboku.html
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札幌市では､雪対策に関する支援制度をご用意しておりますので､ぜひご活用く

ださい｡なお､制度の詳細については､各問合わせ先にご確認ください｡

小型除雪機の購入補助制度

地域の除雪活動の支援として､　　　　-主コ』早

除雪活動に使用する小型除雪→耳′{''?'

機の購入を補助します｡　　　t

○補助額:購入額の2分の1以内(上限50万円)

○補助対象:町内会又は除雪ボランティアを行う団体

｢小型除雪機の貸出制度｣との併用不可

○申込期間:令和3年9月22日(水)より開始(先着順)

○問い合わせ:札幌市建設局雪対策室(℡211-2682)

融雪施設設置資金の融資あっせん制度

間口や宅地内の雪を処理するため､宅地内に固

定式の融雪槽(機)またはロードヒーティングを

設置する場合に､融資限度額300万円､無利子

で融資します｡金融機関からの融資で無担保で

あるため､保証料がかかります｡

○申込期間:令和3年11月30日(火)まで

○問い合わせ:東区社会福祉協議会(℡741-6440)

東区役所保健福祉課(℡741-2459)

小型除雪機の貸出制度

地域の除雪活動の支援として､除雪活動に

使用する小型除雪機を無償で貸出します｡

○貸出件数: 40件(応募多数の場合には抽選で決定)

○貸出対象:町内会又は除雪ボランティアを行う団体

｢小型除雪機の購入補助制度｣との併用不可

○申込期間:令和3年10月1日(金) ～29日(金)

rl(...

_　　d r

《使用例》

｡雪山で狭くなった生活道路の

幅を広げる作業

トt ･市が除雪対象としていない

生活道路の除雪

･消火栓やゴミステーション周り

の除雪

ボランティア除雪用具の貸出し

市民(町内会､学校､企業､ N P Oなどの団体)が地域で行うボランティア活動に使用する除雪用具

を無償で貸出します｡東区では昨年度､中学校6校､高校1校､ 3町内会､ NPOl団体の11団体に

ご協力いただいており､今年度も引き続き実施団体を拡大していく予定ですので､是非､参加の方

よろしくお願いします｡

貸出用具(例) 道路の除雪　　　　　個人宅の間口除雪　　消火栓やゴミステーション

○貸出期間:貸出日から1年間(初回は翌年度5月末まで)

○問い合わせ:乗区土木部維持管理課(℡781-3521)

.･/14　　　　　　　1　　.　　･　一一

か首　　　-'､　書
~､■ l''　■　- I-､1 -~一'■一一'--~i

†._ :;　鰯鹿転一二､､-　",4〆㈱　▲　　･一LJ･･r-･-- -ルル/Hy1.,%,･&-_.E柑_ニー▲ Yi脚~'｢

札幌市の除雪におきまして､除雪した際の雪は道路敷地内で処理しており

ます｡道路敷地内に雪を堆積し個人排雪している場所へも雪を置くことへの

周辺の除雪
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ご理解･ご協力をお願いします｡


